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基本方針 

幼児児童生徒、教職員の生命の保持、心身の健康と安定および安全を確保する 

保護者への確実な引渡しを行う 

正確な情報を収集し、迅速な判断を行う 

授業の早期再開をめざす 

 

 

対象リスクと被害の想定 

南海トラフ地震および上町断層地震の発生 震度６強 

 

 

災害時対応業務と体制について 

１ 災害対策本部の設置 

災害対策本部 

① 校長は、災害が発生したとき、又は発生する恐れがあるとき、及び府教育委員会から警備防災について

  指示があったときは、災害対策本部（以下「本部」という。）を設置する。 

② 本部は、校長・教頭・事務長、及び校長の指名する教職員若干名をもって組織する。 

③ 本部長は校長とし、組織の業務を統括する。 

④ 副本部長は教頭・事務長とし、本部長を補佐する。本部長に事故あるときは、予め本部長が指名した副

  本部長が本部長の職務を代行する。 

⑤ 本部員は、本部長の命を受けて、情報の把握、教職員の配備、関係機関等の連絡、応急対策の実施等に

  当たる。 

 

２ 教職員の配備体制及び召集 

教職員の配備体制及び召集・連絡 

① 教職員の配備体制及び配備人員は、概ね次のとおりとし、配備区分は本部長が指令する。ただし、本部

長は幼児児童生徒の在校状況、夜間等の事情により配備人員を変更することがある。 

      ア．非常１号配備体制････････配備員は置かない 

      ◆配備時期 

       ・府域において震度４を観測したとき 

       ・災害発生のおそれがある気象予警報等により、通信情報活動の必要があるとき 

      ◆配備体制 

       ・通信情報活動を実施する体制 

イ．非常２号配備体制････････本部員及びその他の教職員若干名 

      ◆配備時期 

       ・防災・危機管理対策司令部が災害情報により災害が発生したと判断したとき 

       ・府域において震度５弱又は震度５強を観測したとき(自動配備) 

◆配備体制 

       ・災害応急対策を実施する体制 

 

 
１ 



      ウ．非常３号配備体制････････全員  

◆配備時期 

       ・防災・危機管理対策司令部が災害情報により、大規模な災害が発生したと判断したとき 

       ・府域において震度６弱以上の震度を観測したとき(自動配備) 

       ・その他必要により知事が当該配備を指令するとき 

        なお、前各号に揚げる各配備区分の配備時期についても同様とする 

◆配備体制 

       ・府の全力をあげて災害応急対策等を実施する体制 

 

② 教職員は勤務時間外において、災害が発生したとき、若しくは発生する恐れがあることを察知したとき、

又は配備体制の指令があったときは、特別の事情のある者を除き、速やかに学校に参集する。 

③ 教職員の非常召集の連絡・伝達方法、及び災害対策組織は、予め教職員に周知をしておく。 

④ 教職員及び関係機関への連絡を行う。 

 

３ 災害発生時における意思決定 

意思決定の順 

①学校長 ②教頭 ③事務長 ④首席 ⑤部主事 

 

対応すべき事項 

① 校内での避難誘導 

② 関係機関への連絡・報告・通報・応援要請 

③ 授業の打ち切り、下校準備、緊急下校の実施 

④ 保護者引取りの実施 

⑤ 安否確認、帰宅確認などの連絡 

⑥ 校外活動時の対応指示 

⑦ 教職員の服務に関する事項 

⑧ 生徒の引率、救援、教員派遣など 

⑨ 緊急避難措置 

⑩ 避難所運営業務、その他の災害対応業務の実施 
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４ 災害対策組織と基本的な業務 

   災害対策本部 
 

非

常

２

号

配

備 

  

    

 

災

害

対

策

本

部 

         

本部長 校 長  組織の業務を統括・指揮 

副本部長 
教 頭 

事務長 

 本部長を補佐 

 本部長に事故あるときは本部長の職務を代行 

部主事 

首席 

情報の把握、教職員の配備、関係機関等の連絡、応急対策の実施等 

 

 

庶 務 部 

 ・情報の収集及び本部長・関係機関への連絡 

 ・全校に通報（放送・火災報知ベル・赤色ランプ表示等） 

 ・災害状況の記録 

・通信手段の確保 

・非常持出書類の搬出 

誘 導 部 
 ・幼児児童生徒を避難場所に誘導（一次避難場所、二次避難場所） 

 ・避難場所における人員点呼、本部への報告 

救 護 部 
 ・負傷者の状況把握、応急処置 

 ・避難残留者、負傷者の救助搬送 

消 防 部 
 ・初期消火（火災の拡大防止）、及び消防署の消火作業に協力 

 ・施設設備の安全点検 

警 備 部 
 ・関係者以外の校内への侵入防止 

 ・搬出物の盗難防止等 

 

保護者連絡部 

BCP で新設 災害発生 24 時間までに、誘導部から組織 

・児童生徒等の家族の安全確認及び保護者等の対応（引き渡し等を含む） 

・幼児生徒の見守り、安全確保 

 

児童見守り部 

（小学部のみ） 

BCP で新設 災害発生 24 時間までに、誘導部から組織 

・児童見守り、安全確保 

・医療的なケアが必要な児童は看護師、担任で見守り 

備蓄・避難施設運営部 

BCP で新設 災害発生 24 時間までに、誘導部から組織 

・備蓄物資の配付 

・（トイレ等）衛生環境の整備 

・残留児童生徒及び教職員の宿泊対策（暖房器具、投光器、仮設トイレ等） 
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災害発生時後の対応について 在校時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生  

（全教職員）・防災頭巾、ヘルメットの着用 

・避難経路安全確認 

・１次避難行動指示・トランシーバーと出席簿の準備 

授業打ち切り・保護者引渡し決定 

1次避難 ： ○幼幼稚部運動場 ○小小学部運動場 ○中保健室前 

2次避難 ： 小学部運動場・大運動場 

揺れがおさまる  

（全教職員）・避難経路の確保(ドアをあける) 

      ・火災等の 2 次災害の防止 

      ・安全確保(机の下にもぐる等頭部保護の指示) 

（誘導部）                   （消防部 警備部） 

 ・避難場所への誘導               ・避難経路の安全確認と誘導 

 ・避難前に人員の確認              ・火災発生時、初期消火と火災拡大防止 

 ・幼児児童生徒及び保護者や教職員の安否確認 

（誘導部）                   （救護部） 

 ・人員確認点呼 → 避難状況を本部へ報告     ・負傷者の確認、応急処置、医療機関への搬送等 

・負傷者の確認                 ・搬送班は避難残留者や負傷者の救助 

                         

（庶務部）                   （消防部 警備部） 

 ・情報通信手段の確保              ・避難経路の安全確認と誘導 

 ・避難状況及び被害状況などの情報収集、記録    

                           （その他） 

                         ・不在児童生徒の安否確認 ※校外学習や宿泊行事、欠席 

 

（災害対策本部） 

 ・情報集約(災害の状況、安否確認、校内の被害状況等) 

 ・3 次避難実施の判断 ※校舎内の安全が確保できない場合、広域避難場所の堺市立西百舌鳥小学校へ 

 ・幼児児童生徒等の待機場所の決定 

 ・授業再開または打ち切り、帰宅方法の判断 

・全幼児児童生徒の家庭へ連絡 

 ・対応措置について教育委員会へ一報 

避難後の対応 

または 

保護者引渡しの実施 

基準：震度 5 以上  

保護者が引き取りにくるまで各部待機場所で待機させる。 

（保護者連絡部） 

 ・保護者引き渡し受付設置、緊急時連絡カードの準備 

 ・幼児児童生徒の見守り ※小学部は児童見守り部 
 

（備蓄･避難施設運営部）  （消防部 警備部） 

 ・個人袋の配布       ・施設設備の被害状況の確認 

授業再開 

待機幼児児童生徒への対応 

避難・安否確認 災害対策本部を設置 （校長・教頭・事務長・首席・養護教諭は事務室へ急行!!） 

（全教職員） 

 ・余震への注意 

５ 



 

災害発生時後の対応について 校外時（校外学習・宿泊学習・修学旅行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難・安否確認 

行事打ち切り・保護者引渡し決定 

揺れがおさまる  

（全引率教職員） ・避難経路の確保(ドアをあける) 

          ・火災等の 2 次災害の防止 

          ・安全確保(机の下にもぐる等頭部保護の指示) 

（全引率教職員） ・避難経路安全確認 

・避難行動指示 

 

 ★避難時の注意事項 

  ・交通機関(公共交通機関を含む)を利用時は、乗務員の指示、放送による指示、誘導に従う 

  ・見学施設等利用時は、施設係員の指示および誘導に従う 

  ・宿泊施設利用時は、施設係員の指示および誘導に従う 

  ・強い揺れ、長時間の揺れを感じた時に、津波を想定し、津波警報の発表を待たずに避難を行う 

（沿岸部にいる場合） 

  ・山中での活動時は、崖崩れ、落石に注意する 

（全引率教職員） ・避難場所への誘導   ※企画立案段階で避難場所は確認しておく 

・避難前に人員の確認 

・幼児児童生徒及び保護者や教職員の安否確認 

・負傷者の確認、応急処置 

 

（引率責任者）  ・必要に応じて地元公的機関への救護要請 

避難後の対応 

基準：震度 5 以上  

保護者が引き取りにくるまで待機させる。 

この場合、時間がかかっても保護者が引き取りにくるまでは、保護しておく。 

震度 4 以下  

原則下校させる。通学路や、電車の運行状況等、地域の被害状況をみて、 

校長が適切に判断する。緊急メールなどで保護者に連絡する。 

地震発生  

または 

（引率責任者）  ・状況を学校に連絡する（幼児児童生徒及び保護者や教員の安否情報、避難場所等） 

         ・災害対策本部と協議し、現地での待機・切り上げの帰校等の判断、及び上記内容に 

ついて保護者への連絡方法の確認を行う。 

行事再開 

待機幼児児童生徒への対応 保護者引渡しの実施 

（全教職員） 

 ・余震への注意 

６ 

 



災害発生時後の対応について 休日および夜間 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

       ➡ 府域において震度 6弱以上は全員 

※学校から連絡があるまでは自宅待機 

※連絡を受けた後、特別の事情のある者を除き、速やかに学校に参集すること。 

            ※所在地に津波警報等が出ている時は、解除するまで避難場所にて待機。 

➡ 府域において震度 5弱又は 5強は本部員と若干名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ７ 

 

地震発生  

災害対策本部を設置 
 

グループＡ 

連絡を受けた後、3時間以内に参集 

揺れがおさまる  

・避難経路の確保(ドアをあける) 

・火災等の 2 次災害の防止 

・家族等周辺の人の安全確認 

・自宅内および所在地の避難通路等の安全確認 

・非常用持ち出し袋等の携行準備 

★避難時の注意事項 

  ・交通機関(公共交通機関を含む)を利用時は、乗車員の指示、放送による指示、

誘導に従う 

  ・見学施設等利用時は、施設係員の指示および誘導に従う 

  ・宿泊施設利用時は、施設係員の指示および誘導に従う 

  ・強い揺れ、長時間の揺れを感じた時に、津波を想定し、津波警報の発表を 

待たずに避難を行う（沿岸部にいる場合） 

 学校への参集 

・所在地の指定された避難場所に率先して速やかに移動 

・家族等の安否確認 

・被災状況および今後の対応について、 
HP や連絡網より情報を発信する 

 

・クラブ等で登校している幼児児童生徒の安全確保 
 
グループＡは 
自宅から学校までの距離が１０km未満の教職員 

幼児児童生徒の安否確認を優先 
 

グループＢ 

本部からの情報発信に従う 

マチコミメールを使用し、職員向けメールテンプレート１－３を順次発信する。 

保護者むけメールテンプレート１－３を順次発信する使用不可の場合、代替案を検討する。（2019.6.24 追加） 

・自宅で本部からの連絡を待つ。その後
本部の指示に従い学校へ参集する 

 
グループＢは 
自宅から学校までの距離が１０km 以
上の教職員 

 

※発災から 3 時間経過しても本部より
情報発信がなかった場合は、次の連絡
が入るまで、自宅待機 

※発災から 3 時間経過しても本部より情報
発信がなかった場合は学校へ参集 

再度情報発信 
安否が未確認の 
幼児児童生徒の 
避難所へ確認要請 

自身の避難 

家族の安否確認 



保護者等への引き渡しについて 

 

１ 引渡し実施の判断基準 

震度 5 以上 …保護者または第 3 者へ引き渡し。引き渡しまでは学校で待機。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

震度 4 以下 …原則下校させる。通学路や、電車の運行状況等、地域の被害状況をみて、校長が適切に判断

する。緊急メールなどで保護者に連絡する。 

 

 

２ 引き渡し場所・幼児児童生徒待機場所 

  ・連絡がスムーズにいかない他混乱が多い場合は、全学部 1 か所※１に集まり、待機する 

  ・連絡体制が整っており混乱が少ない場合は、各部所定の教室※２で待機する 

 ※１ 最も安全が確保できかつ広く管理のしやすい場所を本部が決定。原則会議室。 

        ※２ 幼稚部：お遊戯室、小学部：くまの部屋、あそびのくに、図工室 

中学部：職員室前普通教室 

  ・引き渡し場所／受付は管理棟 1 階玄関（来校者下足） 

 

３ 緊急時連絡カード 

・4 月当初に保護者に記入してもらい、各部で一括してファイルに綴じ、保管する。（教務部担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部 

事

前

準

備 

部主事・保護者連絡部 

待機場所の決定 
緊急時連絡カード準備 

引き渡し場所の受付設置 

引

渡

し 

緊急時連絡カードとの照合 

子どもを待機場所から引き渡

し場所へ誘導 

本部へ報告 引渡し状況の集約 

教育委員会に報告 

事

後

対

応 

①事前に登録された人物に人物確認の上引き渡す。事前登録について事業所、会社などの団体

名での登録は受け付けない。 

②登録者による引き渡しが不可能で、登録をしていない家族や知人などが引き渡しに来た場合、

（けがなどの理由により、事前登録者全員の引き渡しが不可能であった場合の措置として）

例外的に、学校から保護者に電話等で問い合わせをし、引き渡し人の人物認証ができた場合

のみ引き渡しに応じる。電話の際には、児童らの生年月日を確認するなど、電話の相手が保護

者であるという確認をとる。また、保護者のもとに送り届けられた事を、必ず学校に連絡をす

ることとする。これができない場合は引き渡さない。 

８ 

 

 



秘令和  年度版   

堺聴覚支援学校幼児・児童・生徒緊急時連絡カード 
                                (令和  年   月   日現在) 

 

幼児児童生徒 

学部・年・組  名前 

     学部   年   組  

本校在学 

兄弟姉妹 

学部   年   組  

学部   年   組  

 

現住所 

 ＊居住地での避難場所 

    

 

 

連絡先 

自宅電話番号: 携帯電話番号: ＦａＸ番号: 

メールアドレス: 

 

 

自宅以外の 

連絡先 

住所: 

 

電話番号:                携帯電話番号: 

 

メールアドレス:             ＦａＸ番号: 

                (幼児児童生徒本人との関係:          ) 

 

引受人 

(こどもを迎え

に来る方、保護

者、保護者以外

の方も含む) 

 

 引受人名前 続柄 備考 

①     

②     

③     

④     

⑤     

引渡し日時 

 

  令和   年    月    日(    )  

 午前・午後     時     分 

確認教員 

 

  学部: 幼 ・ 小 ・ 中 

  名前： 

行先予定 聴覚支援学校 避難所 自宅 その他（                   ） 

備考  

 

 

 

 

 ９ 

 

 



避難所施設の運営について 

 

１ 地震直後に近隣の方が避難して来た場合 

校内の安全が確認できているときは、一般開放スペースを開放する。（校内図     部分） 

 

 

 

 

 

 

 

※地震が落ち着き、体制が整えば、指定避難所（堺市立西百舌鳥小及び陵南中）へ誘導する。 

※支援物資はこの時点では学校に来ない。 

 

 

 

 

２ 地震発生 3 日後以降に、堺市からの要請があった場合 

堺市の要請に応じて校内図 及び     部分を順次開放する。 

 

 

 

   

   

※支援物資あり。 

 

 

 

 

３ 一般の方の立ち入り禁止区域 

・管理棟（特に校長室、教頭室、事務室、保健室、会議室） 

・幼稚部棟全て 

・小学部棟全て 

・中学部棟（２階職員室を中心に周辺教室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育館１階 ：避難者待機スペース 

プール横  ：簡易トイレ設置スペース 

中学部棟１階：男女更衣室、高齢者･障がい者室、妊産婦･乳幼児室 

支援物資室２ヵ所、トイレ２ヵ所 

中学部棟前 ：炊き出しスペース 

特別棟２階 ：体育館に収容しきれなかった場合の待機スペース 

特別棟３階 ：感染症患者（隔離）スペース 

※立ち入り禁止区域については、

掲示（「関係者以外立ち入り禁

止」）と立ち入り禁止テープに

より、一般の方の立ち入りを防

止する。 
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手

洗

い

場
教

材

室

管 理 棟
全学部参集時
待機場所

（会 議 室）

校

長

室

応接室

倉庫

湯沸室

印刷室

事務室

EV

職員室

更

衣

室

相

談

室

ＷＣ

WC

中学部棟
ＷＣ

資

料

室

２　階

更衣室

特 別 棟

図 書 室
書庫

発音

教室

通級

教室

小 学 部 棟

更

衣

室

教

材

室

ＷＣ

ＰＴＡ

指導室

倉

庫

中学部

待機
場所

手洗い場

ＷＣ EV

１　階 校務員室

倉　庫
同窓会

室

管 理 棟

給　食　室

準

備

室

警備

休養

室

通

用

口

支援

物資

中学部棟

玄関 倉

庫

電気室

機

械

室

手

洗

い

場

支援

物資

ＷＣ

視

聴

覚

室

音楽室

家庭科室 織物室

特 別 棟
教

頭

室
保　健　室

女子

更衣室

高齢者

・
障がい

者

妊産婦

・

乳幼児

ホール

通用口

小 学 部 棟
光　庭

電気室

男子

更衣室

第１

美術室

第２

美術室

準

備

室

小学部
待機場所
(図　工　室)

通用口
ＷＣ

ホール
倉

庫

第１

理科室

準

備

室

第２

理科室
技　術　室

手洗い場

準

備

室
理科室

小学部
待機場所
(くまの教室)

管 理 棟

小学部
待機場所
(あそびの国)

職　員　室

３　階
聴　能

訓練室

中学部棟
ＷＣ

屋
　
　
上

EV WC
手

洗

い

場 職員

休養室

①

ﾊﾟｿｺﾝ

教　室

機

械

室

準

備

室

内　庭

職員

休養室

②

小 学 部 棟

屋　　　　上

視 聴 覚 室

ＷＣ

洗

濯

室

家

政

科

準

備

室

感染症患者

隔離

スペース

特 別 棟

ﾊﾟｿｺﾝ

教　室

倉

庫

準

備

室
音　楽　室

ＷＣ

倉

庫

調　理

実習室
空

調

室

第２

被服室

備蓄品
置き場

情　報

実習室

手洗い場

家庭科教室
聴　力

測定室

１　階
幼 稚 部 棟 体　育　館

Ｗ

Ｃ

ピ

ロ

テ
ィ

ー

Ｗ

Ｃ

職

員

室

ステージ

Ｗ

Ｃ
倉庫

（吹　き　抜　け）

Ｗ

Ｃ
１　階 ２　階

WC

２　階

競　技　場

Ｗ

Ｃ スロープ階段

ト

レ
ー

ニ

ン

グ

室

足

洗

い

場

保　護　者

控　え　室
Ｉ

倉庫

幼稚部
待機場所
(遊 戯 室)

教　材　室

教

材

室

発音指導室

WC
職

員

室

Ｊ

Ｗ

Ｃ

Ｗ

Ｃ

Ｗ

Ｃ

Ｗ

Ｃ

引き渡し
受付

炊き出し
スペース

プール横：簡易トイレ設置スペース

：一般開放スペース ：避難者の数や実情に応じて開放するス
ペース
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